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怯
日
曜
臨
時
窓
口
を
開
設

と　

き　

２
月　

日
・　

日
の

日
曜
日　

午
前
９
時

午
後
５

時と
こ
ろ　

東
村
山
税
務
署

※
こ
の
２
日
間
は
大
変
混
雑
が

予
想
さ
れ
ま
す

あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い

※
当
日
は
国
税
の
領
収
納
税

証
明
書
の
発
行
お
よ
び
電
話
で

の
相
談
は
行

て
い
ま
せ
ん

怯
税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相

談と　

き　

２
月　

日

月

　

日

金　

午
前
９
時　

分

　

時　

分

午
後
１
時　

分

３
時　

分

※
混
雑
の
状
況
に
よ
り

受
付

を
早
め
に
終
了
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す

と
こ
ろ　

市
役
所
６
階
大
会
議

室対　

象　

小
規
模
納
税
者

年

金
受
給
者

給
与
所
得
者

※
所
得
金
額
が
高
額
な
方

相

談
内
容
の
複
雑
な
方
は
税
務
署

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

※
青
色
申
告
の
方

税
理
士
に

依
頼
し
て
い
る
方
お
よ
び
譲
渡

所
得

株
式

不
動
産
の
売
却

の
あ
る
方
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い持
ち
物　

申
告
に
必
要
な
書
類

源
泉
徴
収
票
な
ど

筆
記

用
具

印
鑑

計
算
機
ほ
か

問
合
せ　

東
村
山
税
務
署

〒

　

們
８
５
５
５　

東
村
山
市
本

町
１
們　

們　

緯　

３
９

４

６
８
１
１

　

平
成　

年
分
の
確
定
申
告
書

の
受
付
が
開
始
さ
れ
ま
す

怯
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス

と
受
付

と　

き　

２
月　

日

木

３
月　

日

木

の
月
曜

金

曜
日　

午
前
９
時

午
後
５
時

　

午
前
８
時　

分
開
場

と
こ
ろ　

東
村
山
税
務
署

※
税
務
署
で
確
定
申
告
書
を
作

成
す
る
方
に
は

画
面
の
案
内

に
従

て
入
力
す
る
だ
け
で
自

動
計
算
さ
れ
る
パ
ソ
コ
ン
に
よ

る
作
成
を
推
進
し
て
い
ま
す

※
申
告
書
は

ｅ
倆
Ｔ
ａ
ｘ
に

よ
る
送
信
や
郵
便
ま
た
は
信
書

便
に
よ
る
送
付

税
務
署
の
時

間
外
収
受
箱
に
投
か
ん
す
る
こ

と
で
提
出
で
き
ま
す

確
定
申

告
書
な
ど
の
控
え
に
税
務
署
の

受
付
印
が
必
要
な
方
は

控
え

に
住
所

氏
名
な
ど
を
ボ

ル

ペ
ン
で
記
入
の
う
え

所
要
額

の
切
手
を
貼

た
返
信
用
封
筒

を
同
封
し
て
く
だ
さ
い

※
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告

書
は

２
月　

日

木

よ
り

前
で
も
提
出
で
き
ま
す

　

平
成　

年
７
月
９
日
か
ら

法
改
正
に
よ
る
外
国
人
住
民
に

関
す
る
新
た
な
制
度
が
ス
タ

ト
し
ま
す

対　

象　

▽
中
長
期
在
留
者

短
期
滞
在
・
外
交
・
公
用
の

在
留
資
格
の
方

３
か
月
以
下

の
在
留
期
間
の
方
を
除
く

▽
特
別
永
住
者

▽
一
時
庇
護
許
可
者
ま
た
は
仮

滞
在
許
可
者

▽
出
生
に
よ
る
経
過
滞
在
者
ま

た
は
国
籍
喪
失
に
よ
る
経
過
滞

在
者

怯
外
国
人
住
民
に
も
住
民
票
が

作
成
さ
れ
ま
す

　

日
本
人
と
外
国
人
で
構
成
す

る
世
帯
も

世
帯
全
員
が
記
載

さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
が
交
付

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

ま

た

現
行
の
外
国
人
登
録
制
度

で
は
市
外
へ
転
出
す
る
際
の
届

け
出
が
不
要
で
す
が

法
改
正

後
は

日
本
人
と
同
様
に
転
出

の
届
け
出
を
し
て

転
出
証
明

書
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す

怯
外
国
人
登
録
証
明
書
が
な
く

な
り
ま
す

　

特
別
永
住
者
は

特
別
永
住

者
証
明
書

中
長
期
在
留
者

は

在
留
カ

ド

に
順
次
替

わ
り
ま
す

法
改
正
後

外
国

人
登
録
証
明
書
は
一
定
期
間
有

効
で
す
が

希
望
す
る
方
は
事

前
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す

交
付
は
法
改
正
後
に
な
り

ま
す

受
付
・
交
付
場
所　

▽
特
別
永

住
者

市
民
課
市
役
所
１
階

▽
中
長
期
在
留
者

入
国
管
理

局問
合
せ　

外
国
人
在
留
総
合
イ

ン
フ

メ

シ

ン
セ
ン
タ

緯
０
５
７
０

０
１
３
９
０

４

市
民
課
緯　

３
４
６

９
８
０
５

 　

市
で
は

母
子
家
庭
の
母
親

の
自
立
を
促
進
す
る
た
め
に

次
の
支
援
を
行

て
い
ま
す

怯
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　

資
格
・
技
能
を
取
得
す
る
た

め
に
指
定
さ
れ
た
教
育
訓
練
講

座
を
受
講
す
る
場
合
に

講
座

の
費
用
の　

％

上
限
額　

万

円

を
支
給
し
ま
す

※
事
前
相
談
が
必
要
で
す

※
過
去
に
給
付
を
受
け
た
方

雇
用
保
険
法
に
よ
る
同
制
度
の

支
給
対
象
者
は
対
象
外
で
す

母
子
家
庭
の

自
立
を
支
援

　

２
月
１
日
に
辞
令
交
付
式
が

行
わ
れ

小
平
市
消
防
団
が
新

体
制
で
ス
タ

ト
し
ま
し
た

　

小
平
市
消
防
団
は
９
個
分
団

百　

人
で
編
成
さ
れ

地
域
の

防
災
リ

ダ

と
し
て
郷
土
愛

護
の
精
神
に
基
づ
き

市
民
の

生
命

身
体
お
よ
び
財
産
を
守

る
た
め 
生  
業 
を
も
ち
な
が

な
り 

わ
い

ら

災
害
発
生
時
に
は
昼
夜
を

問
わ
ず
出
動
し
て
い
ま
す

　

地
域
に
密
着
し

市
民
の
安

心
・
安
全
に
貢
献
す
る
消
防
団

員
に
皆
さ
ん
の
温
か
い
ご
理
解

と
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す

　

消
防
団
の
新
体
制
は
下
表
の

と
お
り
で
す

敬
称
略

問
合
せ　

防
災
安
全
課
緯　

３
４
６

９
８
１
３

怯
高
等
技
能
訓
練
促
進
費

　

就
職
に
有
利
な
国
家
資
格
の

取
得
を
目
指
し

２
年
以
上
養

成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
に

一
定
の
期
間

訓
練
促
進
費
を

支
給
し
ま
す

※
過
去
に
給
付
を
受
け
た
方
は

対
象
外
で
す

怯
就
労
支
援

　

市
と
ハ
ロ

ワ

ク
で
連
携

し
て

就
職
・
転
職
を
支
援
し

ま
す

職
業
訓
練
に
つ
い
て
も

ご
相
談
く
だ
さ
い

們
們
共　

通
們
們

対　

象　

次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方

▽
市
内
在
住
で
あ
る

▽
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る

ま
た
は
同
様
の
所

得
水
準
で
あ
る

※
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

問
合
せ　

青
少
年
男
女
平
等
課

緯　

３
４
６

９
６
２
８

  　
　

歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険

国
保

の
加
入
者
で

会
社

な
ど
を
退
職
し

年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
と
そ
の
扶
養
家
族

は

退
職
者
医
療
制
度
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す

怯
退
職
者
医
療
制
度
と
は

　

被
用
者
保
険

会
社
の
健
康

保
険
や
公
務
員
の
共
済
組
合
な

ど

に
長
期
の
加
入
期
間
が
あ

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国

民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民

健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健
康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康
保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保

健
康
保
険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険

退
職
者
医
療
制
度
の

届

け

出

を

り

退
職
後
国
保
に
加
入
さ
れ

た
方
の
医
療
費
の
一
部
は
被
用

者
保
険
が
負
担
す
る
こ
と
に
な

て
い
ま
す

こ
の
こ
と
に
よ

り

国
保
加
入
者
全
体
の
国
民

健
康
保
険
税
負
担
を
軽
減
し

国
保
財
政
を
支
え
る
役
割
を
果

た
し
て
い
る
の
が

退
職
者
医

療
制
度
で
す

　

次
の
条
件
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方
が
対
象
で
す

怯
退
職
被
保
険
者
本
人
と
な
る

方▽
国
保
に
加
入
し
て
い
る

▽　

歳
未
満
で
あ
る

▽
被
用
者
年
金

厚
生
年
金
や

共
済
年
金

を
受
け
ら
れ
る
方

で

そ
の
加
入
期
間
が　

年
以

上
ま
た
は　

歳
以
降　

年
以
上

で
あ
る

怯
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者

と
な
る
方

▽
国
保
に
加
入
し
て
い
る

▽　

歳
未
満
で
あ
る

▽
退
職
被
保
険
者
本
人
と
同
一

の
世
帯
に
属
し

主
と
し
て
退

職
被
保
険
者
の
収
入
に
よ

て

生
計
を
維
持
し
て
い
る
三
親
等

内
の
親
族
で
あ
る

▽
年
間
収
入
が
百　

万
円
未
満

　

歳
以
上
ま
た
は
厚
生
年
金

保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
の
受

給
要
件
に
該
当
す
る
程
度
の
障

が
い
者
の
方
は
百　

万
円
未

満

で
あ
る

怯
手
続
き

　

年
金
の
受
給
権
が
発
生
し

年
金
の
受
給
の
手
続
き
を
す
る

と
年
金
証
書
が
送
ら
れ
て
き
ま

す

年
金
証
書
到
達
日
の
翌
日

か
ら　

日
以
内
に

保
険
年
金

課
ま
た
は
東
部
・
西
部
出
張
所

で
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い

と　

き　

２
月　

日

木

３
月　

日

木

の
月
曜

金

曜
日　

午
前
９
時
　

時　

分

午
後
１
時

４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
２
０
１

会
議
室

※
受
付
開
始
日
お
よ
び
受
付
終

了
前
の
数
日
間
は

会
場
が
混

雑
し
ま
す
の
で

余
裕
を
も

て
申
告
し
て
く
だ
さ
い

※
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
書

は

送
付
で
も
受
け
付
け
て
い

ま
す

※
当
日
は

給
与
収
入

年
金

収
入
の
簡
易
な
確
定
申
告
書
記

入
の
相
談
も
行

て
い
ま
す

ま
た

作
成
済
み
の
確
定
申
告

書
受
付
も
行
い
ま
す

申
告
に

必
要
な
書
類
は

事
前
に
準
備

し
て
く
だ
さ
い

 
と　

き　

２
月　

日

土
・

土

曜

相

談

・

受
付
窓
口
を
開
設

-

/

.

0

11111

11111

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

　

日

土　

午
前
９
時
　

時　

分

※
こ
の
２
日
間
以
外
の
土
曜
日

は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
の
で

あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い

問
合
せ　

税
務
課
緯　

３
４

６

９
５
２
２

月

が
高
額
と
な

た
場
合

自
己
負
担
限
度
額

左
上
表
参

照

を
超
え
た
部
分
に
つ
い
て

払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す

　

該
当
す
る
方
は

問
合
せ
先

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ　

保
険
年
金
課
後
期
高

齢
者
医
療
係
緯　

３
４
６

９
５
３
８

 　

６
か
月
以
上
寝
た
き
り

ま

た
は
認
知
症
な
ど
で
複
雑
な
介

護
を
要
し

日
常
生
活
に
支
障

の
あ
る　

歳
以
上
の
方
は

障

害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
た

方

に
準
ず
る
も
の
と
し
て

福
祉
事
務
所
長
の
認
定
が
受
け

ら
れ
ま
す

　

納
税
者
本
人
ま
た
は
被
扶
養

者
が
認
定
を
受
け
る
と

所
得

税
・
住
民
税
の
障
害
者
控
除
が

適
用
さ
れ
ま
す

申
請
窓
口　

高
齢
者
福
祉
課

健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ

２

階問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
緯　

３
４
６

９
６
４
２

寝

た

き

り

高
齢
者
な
ど
に

障
害
者
控
除
が

適
用
さ
れ
ま
す

※
口
座
振
替
を
希
望
す
る
方

は

問
合
せ
先
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い

怯
保
険
料
の
軽
減
を
受
け
る
に

は
被
保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
の

申
告
が
必
要
で
す

　

所
得
が
低
い
世
帯
の
方
に

は

保
険
料
の
軽
減
措
置
が
あ

り
ま
す

た
だ
し

所
得
税
や

住
民
税
の
申
告
が
な
い
方
は

軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

遺

族
年
金
・
障
害
年
金
な
ど
所
得

税
が
課
税
さ
れ
な
い
収
入
の
方

も
住
民
税
の
申
告
の
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す

怯
高
額
介
護
合
算
療
養
費
支
給

制
度

　

病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払
う

医
療
費
の
自
己
負
担
額
と
介
護

サ

ビ
ス
費
の
利
用
者
負
担
額

の
世
帯
で
の
年
間
合
算
額

平

成　

年
８
月

平
成　

年
７

怯
保
険
料
は
確
定
申
告
の
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま

す
　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
は

所
得
税
・
住
民
税
を

計
算
す
る
際
に
社
会
保
険
料
と

し
て
控
除
さ
れ
ま
す

　

平
成　

年
中
に
納
め
た
保
険

料
額
は
源
泉
徴
収
票
や
領
収

書

通
帳
な
ど
で
確
認
で
き
ま

す
が

納
付
額
を
書
面
で
必
要

な
方
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

控
除
の
対
象
者　

保
険
料
を
年

金
天
引
き
で
納
め
て
い
る
方

は

年
金
受
給
者
本
人
に
社
会

保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま

す

一
方

口
座
振
替
を
選
択

す
る
と

口
座
の
名
義
人
に
控

除
が
適
用
さ
れ
ま
す

測
定
者　

市
職
員

測
定
機
器　

シ
ン
チ
レ

シ

ン
式
サ

ベ
イ
メ

タ

日
立

ア
ロ
カ
メ
デ

カ
ル
Ｔ
Ｃ
Ｓ
們

１
７
２
Ｂ

測
定
方
法　
　

秒
ご
と
に
５
回

測
定
し

平
均
値
を
算
出

測
定
場
所
・
測
定
結
果　

左
上

表
の
と
お
り

問
合
せ　

環
境
保
全
課
緯　

３
４
６

９
５
３
６

 　

野
外
で
の
焼
却
行
為
は

廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律

と

都
民
の
健
康
と

安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す

る
条
例

に
よ
り
例
外
規
定
の

あ
る
も
の

病
害
虫
駆
除
目
的

で
の
焼
却

軽
微
な
た
き
火

伝
統
行
事
の
た
め
の
焼
却
行
為

な
ど

を
除
き

禁
止
さ
れ
て

い
ま
す

　

ま
た

例
外
規
定
の
あ
る
項

目
も

近
隣
に
お
住
ま
い
の
方

か
ら
臭
気
や
煙
害
な
ど
の
苦
情

が
入
る
と

周
辺
環
境
に
で

き
る
限
り
配
慮
す
る
よ
う
に

と
い

た
指
導
の
対
象
と
な
り

得
ま
す
の
で

ご
理
解
を
お
願

い
し
ま
す

問
合
せ　

環
境
保
全
課
緯　

野
外
焼
却
行
為
に

ご

注

意

を

届
け
出
に
必
要
な
も
の　

国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証

年
金

証
書

問
合
せ　

保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
緯　

３
４
６

９

５
２
９

 　

空
間
放
射
線
量
の
測
定
結
果

を
お
知
ら
せ
し
ま
す

空
間
放
射
線
量
の

測

定

結

果

第

回

  　

障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち

の
方
で

一
定
の
要
件
を
満
た

す
場
合

自
動
車
税
・
自
動
車

取
得
税
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す

現
在

新

た
に
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を

取
得
さ
れ
た
方

減
免
申
請
が

お
済
み
で
な
い
方
を
対
象
に

５
月
末
ま
で
平
成　

年
度
分
の

減
免
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま

す問
合
せ　

都
税
総
合
事
務
セ
ン

タ

緯
０
５
７
０

０
６
４
１

７
１

 　

小
平
消
防
少
年
団
は

小
・

中
学
生
の
団
員　

人

指
導
者

　

人
で
活
動
し
て
い
ま
す

　

今
年
度
は

全
国
の

モ
デ

ル
少
年
消
防
ク
ラ
ブ

に
選
定

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い

宝
く
じ

の
助
成
金
を
受
け

Ｄ
級
可
搬

ポ
ン
プ
な
ど
の
資
器
材
を
整
備

し
ま
し
た

こ
れ
を
機
に

さ

自
動
車
税
の

障
害
者
減
免
申
請
は

お
済
み
で
す
か

平
成　

年
度
定
期
課
税
分

小
平
消
防
少
年
団

新
団
員
を
募
集

ら
な
る
将
来
の
防
災
リ

ダ

の
育
成

地
域
防
災
力
の
向
上

に
努
め
ま
す

募
集
対
象　

新
小
学
４
年
生

活
動
日　

４
月
か
ら

※
入
団
説
明
会
を
３
月　

日

日

に
行
い
ま
す

※
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

問
合
せ　

小
平
消
防
署
警
防
課

地
域
防
災
担
当
緯　

３
４
１

０
１
１
９

 
応
募
資
格　

平
成　

年
４
月
１

日
現
在

都
内
在
住
の
満　

歳

以
上

公
務
員

経
験
者

島

し

在
住
を
除
く

で

ホ

ム
ペ

ジ
の
閲
覧
と
電
子
メ

ル
の
送
受
信
が
で
き
る
方

募
集
人
数　

１
千
人
程
度

任　

期　

平
成　

年
４
月
１
日

か
ら
１
年
間

内　

容　

モ
ニ
タ

ア
ン
ケ

ト
の
回
答

施
設
見
学
会
へ
の

参
加
ほ
か

申
込
み　

２
月　

日

水

ま

で

申
込
み
多
数
の
場
合
は
選

考
に
よ
り
決
定

※
詳
し
く
は

東
京
都
下
水
道

局
の
ホ

ム
ペ

ジ

http:
//w
w
w
.gesui.m

etro.
tokyo.jp

を
ご
覧
く
だ
さ

い問
合
せ　

東
京
都
下
水
道
局
総

務
部
広
報
サ

ビ
ス
課
緯　

５
３
２
０

６
６
９
３

下
水
道
モ
ニ
タ

を
募
集

３
４
６

９
５
３
６

 
怯
小
平
市
共
催　

面
接
対
策
セ

ミ
ナ

ア
ン
ド
合
同
就
職
面
接

会　

西
東
京
会
場

▽
面
接
対
策
セ
ミ
ナ

と　

き　

２
月
９
日

木　

午
前　

時

正
午

対　

象　
　

歳
　

歳
の
方

定　

員　
　

人

▽
合
同
就
職
面
接
会

と　

き　

２
月
９
日

木　

午
後
１
時　

分

４
時　

分　

１
時

３
時　

分
受
付

対　

象　
　

歳
　

歳
の
方

参
加
企
業
数　

お
お
む
ね　

社

※
入
退
場
自
由

履
歴
書
を
複

数
枚
持
参
し
て
く
だ
さ
い

怯
実
践　

採
用
さ
れ
る
た
め
の

応
募
書
類
・
面
接
対
策
講
座

と　

き　

２
月
９
日

木　

午
後
１
時

５
時

対　

象　
　

歳
　

歳
の
方

定　

員　
　

人

怯
就
活
力
Ｕ
Ｐ
特
別
セ
ミ
ナ

と　

き　

２
月
７
日

火　

▽
第
１
部

午
後
１
時

２
時

就

業

支

援

セ

ミ

ナ

東
京
し
ご
と
セ
ン
タ

多
摩

　

分
▽
第
２
部

３
時

４
時　

分

対　

象　

卒
業
お
よ
び
既
卒
３

年
以
内
の
方

定　

員　

各　

人

怯
自
分
を
生
か
す　

再
就
職
対

策
講
座

と　

き　

２
月　

日

水　

午
後
１
時　

分

４
時　

分

対　

象　
　

歳
以
上
の
方

定　

員　
　

人

怯
合
同
就
職
面
接
会

と　

き　

２
月　

日

金　

午
後
１
時

４
時　

０
時　

分

３
時　

分
受
付

対　

象　
　

歳
以
下
の
方

参
加
企
業
数　

お
お
む
ね　

社

※
退
場
自
由

履
歴
書
を
複
数

枚
持
参
し
て
く
だ
さ
い

※
申
込
み
方
法
な
ど

詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
合
せ　

東
京
し
ご
と
セ
ン
タ

多
摩
緯　

３
２
９

４
５

２
４

 　

創
業
を
お
考
え
の
方

事
業

経
営
に
関
す
る
悩
み
や
疑
問
を

お
持
ち
の
方
の
た
め
に
専
門
家

中
小
企
業
診
断
士
に
よ
る

創
業
・
経
営
相
談
会

が
個
別
相
談
に
応
じ
ま
す

と　

き　

２
月　

日

金
・　

日

土　

午
後
１
時

４
時

と
こ
ろ　

東
部
市
民
セ
ン
タ

１
階
集
会
室

費　

用　

無
料

定　

員　

各　

人

申
込
み　

２
月
６
日

月

の

午
前
９
時
か
ら

産
業
振
興
課

へ
緯　

３
４
６

９
５
３
４

問
合
せ　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ｔ
ｎ
ｃ

中
小
企
業
支
援
セ
ン
タ

野
口

緯　

３
４
５

１
０
８
２

 　

市
内
の
店
の
紹
介
や
地
図
検

索
が
で
き
る
ホ

ム
ペ

ジ
と

し
て
運
営
し
て
き
た

こ
だ
い

ら
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｐ　

Ｎ
ａ
ｖ
ｉ
は

３
月　

日
を
も

て
終
了
し
ま

す

今
後
は

小
平
商
工
会
が

運
営
す
る
地
域
密
着
型
ポ

タ

ル
サ
イ
ト

こ
だ
い
ら
ネ

ト

http://w
w
w
.kodair

a
net.jp

を
ご
利
用
く
だ

さ
い

問
合
せ　

産
業
振
興
課
緯　

３
４
６

９
５
３
４

こ

だ

い

ら

Ｓ
ｈ
ｏ
ｐ　
Ｎ
ａ
ｖ
ｉ

運

営

終

了

た
野
菜
作
り
を
す
る
の
で

自
由
に
野
菜
を
選
ん
で
作
付
け

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

農
園
名
・
場
所
・
募
集
区
画
数
ほ

か　

右
表
・
右
下
図
の
と
お
り

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん

対　

象　

市
内
在
住
の　

歳
以

上
で

利
用
期
間
中
継
続
し
て

農
作
業
が
で
き

農
園
で
の
講

習
会
な
ど
に
出
席
で
き
る
方

申
込
み　

２
月　

日

金

ま

で

消
印
有
効

に

往
復
は

が
き
に
住
所

氏
名

ふ
り
が

な

年
齢

電
話
番
号

希
望

す
る
農
園
名
を
記
入
の
う
え

問
合
せ
先
へ

申
込
み
多
数
の

場
合
は
抽
選

※
グ
ル

プ
で
の
申
込
み
は
で

き
ま
せ
ん

問
合
せ　

産
業
振
興
課

〒　

們
８
７
０
１　

小
平
市
役
所

緯　

３
４
６

９
５
３
３

　

農
作
業
を
通
じ
て
市
民
と
農

家
と
の
交
流
や
都
市
農
業
へ
の

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め

利
用
者
を
募
集
し
ま
す

怯
農
業
体
験
フ

ム
と
は

　

農
家
が
開
設
し

農
園
主
の

指
導
に
よ
り
本
格
的
な
野
菜
作

り
を
行
う
体
験
型
農
園
で
す

市
が
開
設
し
て
市
民
が
自
由
に

野
菜
作
り
を
行
う
市
民
菜
園
や

い
き
が
い
菜
園
と
は
異
な
り
ま

す
　

種
や
苗
・
肥
料
・
農
機
具
な

ど
は
農
園
主
が
準
備
し

種
ま

き
か
ら
収
穫
・
後
片
づ
け
ま
で

の
農
作
業
が
年
間
を
通
し
て
体

験
で
き

良
質
な
野
菜
を
収
穫

す
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す

ま
た

収
穫
し
た
野
菜
は
す
べ

て
利
用
者
が
受
け
取
り
ま
す

た
だ
し

農
園
主
の
計
画
に
沿

q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

プロの指導で野菜作り

農業体験
ファーム
利用者を
募集

天
神
町

們

付
近

都
営
小
平
天
神
町
二
丁
目
ア
パ

ト
東
側

上
水
本
町

們　

們　

小
川
西
町

們　

さ
く
ら
公
園
北
側

7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

　　　　　 空間放射線量測定結果 測定日： 月 日（金）、天候　晴れ
測　定　値所在地測 定 場 所 地上 ㎝地上 ㎝地上 ㎝

．．．小川町 －小平第一小学校 校庭（中央・西）
．．．仲町小平第二小学校 校庭（中央・東）
．．．花小金井 － －小平第五小学校 校庭（東部）
．．．上水南町 － －上水中学校 校庭（南部）
．．．大沼町 －大沼保育園 園庭（北部）
．．．小川町 －上宿保育園 園庭（西部）

※測定値の単位はマイクロシーベルト／時。東京都健康安全研究センターで平常時
に観測されていた測定値は、 ． ～ ． マイクロシーベルト／時。

高額介護合算療養費自己負担限度額（年額）
後期高齢者医療制度
＋介護保険負担区分

万円現役並み所得者
万円一 般
万円低 所 得 Ⅱ
万円低 所 得 Ⅰ

※自己負担限度額は世帯単位です。
※低所得とは、住民税非課税世帯などです。

利用料（年間）利用期間概要・特徴募集区画数・面積農園名・農園主

， 円
平成 年 月
日～平成 年
月 日（ 月は
肥培管理のため
休耕）

季節野菜の栽培・収穫、利用者
家族を交えた交流会、漬物づく
り講習会

区画（ 区画約 釈）
体験塾
「畑のおじさん」
吉野光政さん

， 円

季節野菜の講習（ 回）と栽培、
交流会、園芸や食品に関するオ
プション講座（ 回）

区画（ 区画約 釈）
※ほかに共同体験圃場あり。

学習型体験農園
「みのり村」
粕谷英雄さん

季節野菜の栽培・収穫、交流会、
花づくり（花壇苗、切り花）、
料理講習（漬物、ジャムほか）

区画（ 区画約 釈）
※ほかに共同体験圃場あり。

体験ファーム
「華（はな）農園」
小山喜彬さん

ちょっと教えて　市民税・都民税
皆さんから寄せられる質問とその回答についてまとめました

回　　　答質　　問

小平市へ申告してください。市民税・都民税は、今年の 月 日に住
んでいた市区町村が課税することになっています。なお、今年の 月
日以降に転入した方は、前住所地に申告してください。

昨年、小平市に転入しま
した。今年の市民税・都
民税はどこへ申告すれば
よいのでしょうか。

申告が必要です。申告をしないと、国民健康保険税の軽減措置の判定
や、都営住宅の収入報告に添付する非課税証明書の発行などができま
せん。ただし、同居同世帯の親族の扶養となっている場合は、申告の
必要はありません。

昨年中は収入がありませ
んでした。申告の必要は
ありますか。

年間の給与収入が 万円（所得に換算すると 万円）以内であれば扶
養に入ることができます（この場合所得税はかかりませんが、市民税・
都民税は 万円を超えるとかかる場合があります）。給与以外の所得
がある方は、合計所得金額が 万円以下であれば扶養に入ることがで
きます。

扶養に入れる給与収入の
範囲を教えてください。

申告が必要です。単身赴任されている方など市外に住んでいる方の給
与支払報告書などは小平市へ送られてこないため、扶養に入っている
ことを確認できません。お手数ですが、市民税・都民税の申告書を提
出してください。

単身赴任の夫の扶養とな
っていますが、市民税・
都民税の申告は必要です
か。

必要ありません。税務署に確定申告書を提出すると、申告書に記入さ
れた 月 日の住所地の市区町村にその資料が送られます。

税務署に確定申告書を提
出しましたが、市役所へ
の申告も必要ですか。

・平成 年中の収入状況がわかる書類…源泉徴収票や支払明細書ほか
・控除を受けるための必要書類…生命保険料・地震保険料・国民年金
保険料などの控除証明書（年末調整用としてすでに勤務地へ提出し
ている方は不要）、医療費の領収書、障害者手帳ほか
・印鑑

市民税・都民税の申告に
は、何を持参すればよい
のですか。

消防団体制
氏　名階　級所　属

鈴木　洋一団 長

本 団
筋野　　明副 団 長

清水　和弘副 団 長

尾 　和之副 団 長

小山　勝喜分 団 長

第一分団

小野　秀弥副分団長

師岡　耕平部 長

小山　　淳部 長

藤森　英明部 長

石井　良勝分 団 長

第二分団

金子　匡輝副分団長

青木　　晃部 長

内山　雅博部 長

窪野　浩史部 長

井田　義彰分 団 長

第三分団

加賀美英雄副分団長

福島　和宏部 長

和久井茂文部 長

古川　健一部 長

柳　　宗久分 団 長

第四分団

人見　　栄副分団長

谷原　広憲部 長

清水　　孝部 長

石川　真司部 長

大竹　博道分 団 長

第五分団

太田　宣孝副分団長

橋　伸吾部 長

橋　　誠部 長

笹子　祐一部 長

秋田　淳一分 団 長

第六分団

野中　幸司副分団長

宮崎　浩司部 長

橋　　博部 長

寺澤　優友部 長

星野　和宏分 団 長

第七分団

前田　浩之副分団長

天野　敏彦部 長

金子　元昭部 長

齋藤　貴彦部 長

村野　武志分 団 長

第八分団

鳥塚　光行副分団長

橋　寿一部 長

天川　　聡部 長

宮川　 宏部 長

波田昌乃吏分 団 長

第九分団

岡本　純平副分団長

関　　孝二部 長

向山　正典部 長

竹内　茂人部 長

退団者（ 月 日付）
氏　名階　級所　属

阿部　一幸分 団 長第一分団

竹松　孝治副分団長第一分団

植竹　克実分 団 長第二分団

梅田　敏幸分 団 長第三分団

内田　記正団 員第四分団

橋　忠寛団 員第五分団

関口　達也団 員第七分団

橋　　学団 員第九分団

小倉　啓一団 員第九分団

入団者（ 月 日付）
氏　名所　属

丹生　秀樹第一分団

小野　幹雄第一分団

高橋　義行第四分団

土橋　亮太第五分団

重田　昌成第七分団

根岸　　玄第七分団

北岡　信一第八分団

小澤順一郎第八分団

茅原　隆之第九分団

小泉　直也第九分団
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